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信
篤

室

鳩

巣

＊
佐
藤
直
方

＊
荻
生
祖
練

浅
見
網
斎

三
宅
観
瀾

三
宅
尚
斎

＊
太
宰
春
台

林
い
わ
ゆ
る
赤
穂
事
件
に
つ
い
て
は
事
件
直
後
か
ら
多
く
の
儒
学

者
が
論
述
し
て
い
て
、
田
原
嗣
郎
『
四
十
六
士
論
』
（
注
↓
は
主
な

も
の
と
し
て
以
下
の
二
十
二
篇
を
あ
げ
て
い
る
。
岩
波
日
本
思
想

大
系
『
近
世
武
家
思
想
』
に
は
こ
の
う
ち
の
十
二
篇
が
収
め
ら
れ

て
い
る
（
【
岩
】
印
）
。
田
尻
氏
は
四
十
六
士
（
汁
2
)
に
批
判
的
な
論

に
は
＊
印
を
つ
け
て
明
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
う
。

「
復
讐
論
」
一
七

0
三
年

「
赤
穂
義
人
録
」
一
七

O-
―

「
四
十
六
人
之
筆
記
」
一
七

0
五
年
？
・

「
論
四
十
七
士
之
事
」
一
七

0
五
年
？

「
四
十
六
士
論
」
一
七

0
六
S
―
一
年

「
烈
士
報
讐
録
」
一
七
一
三

S
一
八
年

「
重
固
問
目
」
一
七
一
八
年

「
赤
穂
四
十
六
士
論
」
一
七
三
一

S
三一―

五
井
蘭
洲

岩】
【岩】

【岩】
【岩】

【岩】
【岩】

中
国
研
究
集
刊
麗
号
（
総
四
十
八
号
）
平
成
二
十
一
年
六
月
―
―
六
ー
―
二
六
頁

＊
伊
奈
忠
賢
「
四
十
六
士
論
」
一
七
三

0
年
代

河
口
静
斎
「
四
十
七
士
論
」
一
七
四
四
年

＊
野
村
公
台
「
大
石
良
雄
復
君
讐
論
」
一
七
四
五
年

横
井
也
有
「
野
夫
談
」
一
七
六
二
年
？

伊
勢
貞
丈
「
浅
野
家
忠
臣
」
？

山
本
北
山
「
義
士
雪
冤
」
一
七
七
五
年

佐
久
間
太
華
「
断
復
讐
論
」
一
七
八
三
年

赤
松
消
洲
「
太
宰
徳
夫
赤
穂
四
十
六
士
論
評
」
？

平
山
兵
原
「
赤
穂
義
士
報
讐
論
」
一
七
九

0
年

＊
牧
野
直
友
「
大
石
論
七
章
」
？
・

＊
伊
良
子
大
洲
「
四
十
六
士
論
」
？

熊
山
「
赤
穂
義
士
論
」
一
八
三
九
年

沢 松
宮
観
山
「
読
春
台
四
十
六
士
論
」
一
七

五
井
蘭
洲
「
駁
太
宰
純
赤
穂
四
十
六
士
論
」

「
駁
太
宰
純
赤
穂
四
十
六
士
論
」

に
つ
い
て

【岩】
【岩】

【岩】

0
年
代
【
岩
】

一
七
三

0
年
代

【岩】
【岩】

岸

田

知

子
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こ
れ
ら
の
お
お
ま
か
な
流
れ
を
示
し
て
お
く
と
、
事
件
後
ま
も

な
く
林
信
篤
（
鳳
岡
）
の
「
復
聾
論
」
が
出
て
四
十
六
士
を
「
忠

臣
義
士
」
と
位
置
づ
け
た
が
、
林
家
当
主
の
こ
の
評
価
が
以
後
の

論
調
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。
室
鳩
巣
も
同
年
、
事
件
の

経
緯
と
人
物
伝
を
ま
と
め
た
「
赤
穂
義
人
録
」
を
出
し
た
が
、
タ

イ
ト
ル
の
「
義
人
録
」
が
物
語
る
よ
う
に
擁
護
の
立
場
か
ら
の
著

述
で
あ
っ
た
。

山
崎
闇
齋
門
下
の
佐
藤
直
方
は
四
十
六
士
に
批
判
的
な
立
場
を

取
っ
た
。
そ
の
著
作
を
集
め
た
『
饂
蔵
録
』
に
は
四
十
六
士
論
が

十
五
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
同
門
の
三
宅
尚
斎
（
重

固
）
が
直
方
に
書
き
送
っ
た
「
重
固
問
目
」
に
直
方
が
朱
批
を
加

え
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
三
宅
尚
斎
は
同
じ
崎
門
の
浅
見
網
斎
と

と
も
に
擁
護
派
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
論
に
は
相
違
点
は
あ
る

が
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

荻
生
祖
練
も
早
く
に
「
論
四
十
七
士
之
事
」
を
書
い
た
が
、
こ

れ
は
「
記
義
奴
市
兵
衛
事
」
の
附
記
と
し
て
書
か
れ
た
短
文
で
あ

っ
た
。
祖
練
は
赤
穂
事
件
は
仇
討
ち
で
は
な
く
、
四
十
七
人
は
義

士
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
祖
練
の
意
見
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
彼
の
弟
子
の
太
宰
春
台
が
四
十
六
士
を
批
判
し
た
「
赤

穂
四
十
六
士
論
」
を
書
い
て
、
祖
練
に
上
の
論
が
あ
る
こ
と
、
そ

れ
を
契
機
に
こ
の
論
を
書
い
た
こ
と
を
述
べ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

祖
練
が
没
し
た
の
は
一
七
二
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
春
台
の

論
の
中
に
「
今
先
生
既
没
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
（
事
件
か
ら
）

干
今
三
十
年
、
猶
一
日
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
論
は
上
述

の
よ
う
に
一
七
三

0
年
代
初
め
に
執
筆
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
春
台
の
論
が
出
て
か
ら
、
四
十
六
士
擁
護
論
、
批
判
論
共
に

次
々
と
世
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
赤
穂
事
件
を
め
ぐ

る
論
争
と
し
て
は
、
事
件
直
後
の
擁
護
論
主
流
の
中
で
の
崎
門
内

の
論
争
を
（
田
原
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
る
と
）
「
第
一
ラ
ウ
ン
ド
」

と
す
れ
ば
、
祖
練
の
論
を
火
種
と
し
た
春
台
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
（
同
じ
く
）
「
第
ラ
ウ
ン
ド
」
が
事
件
か
ら
三
十
年
後
に
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

五
井
蘭
洲
(
-
六
九
七

S
一
七
六
二
）
は
、
講
師
を
務
め
て
い

た
大
坂
の
懐
徳
堂
を
一
七
二
九
年
に
辞
し
て
江
戸
に
向
か
っ
た
。

祖
練
の
死
の
翌
年
で
あ
る
。
そ
の
後
、
三
二
年
に
津
軽
藩
に
出
仕

し
、
江
戸
の
上
屋
敷
で
藩
士
に
四
書
を
講
じ
て
い
た
が
、
三
六
年

と
三
八
年
に
藩
主
に
従
っ
て
津
軽
に
赴
い
て
い
る
。
四

0
年
五
月

に
病
気
を
理
由
に
離
藩
を
願
い
出
て
受
理
さ
れ
、
十
二
年
ぶ
り
で

帰
坂
し
、
再
び
懐
徳
堂
の
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
江
戸
に
お
い
て
蘭
洲
は
、
当
時
話
題
に
な
っ
て
い
た
祖

練
の
著
作
を
読
み
、
そ
の
『
論
語
徴
』
の
批
判
書
『
非
物
篇
』
の

草
稿
を
書
い
た
（
こ
れ
は
蘭
洲
の
死
後
、
中
井
竹
山
に
よ
っ
て
校
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定
刊
行
さ
れ
た
）
。
蘭
洲
が
春
台
の
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」
を
入
手

し
、
こ
れ
に
反
論
を
加
え
た
の
も
江
戸
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ

の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

五
井
蘭
洲
撰
「
駁
太
宰
純
赤
穂
四
十
六
士
論
」
の
岩
波
大
系
本

は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
写
本
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」
ほ
か
（
春
台
の

論
に
附
載
）
を
底
本
と
し
、
日
比
谷
図
書
館
蔵
写
本
「
赤
穂
義
士

論
評
」
（
天
明
七
年
以
降
書
写
）
所
収
、
国
会
図
書
館
蔵
写
本
お
よ

び
活
字
本
「
赤
穂
義
人
纂
書
」
所
収
を
校
合
し
、
書
き
下
し
文
と

し
、
そ
の
後
に
原
漢
文
を
附
し
て
い
る
。
頭
注
に
は
「
底
本
・
日

比
谷
本
で
は
春
台
の
文
を
各
条
に
分
け
て
掲
げ
、
次
に
各
条
の
反

論
を
掲
げ
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
の
岩
波

大
系
本
で
は
書
き
下
し
文
を
各
条
毎
に
改
行
し
、
同
本
所
収
の
春

台
「
赤
穂
四
十
六
論
」
の
対
応
箇
所
を
頭
注
に
示
し
て
い
る
。

蘭
洲
は
春
台
の
論
を
十
一
箇
条
に
分
け
（
①

S
⑪
)
、
反
論
し
て

い
る
。
以
下
、
春
台
の
論
は
【
春
】
、
蘭
洲
は
【
蘭
】
と
略
称
し
て

要
約
す
る
。

①
【
春
】
翌
年
冬
の
決
起
は
そ
れ
ま
で
吉
良
が
死
な
な
い
こ
と
を

確
信
し
て
い
た
の
か
。
吉
良
が
そ
れ
ま
で
病
死
し
な
か
っ

た
の
は
赤
穂
人
の
幸
い
で
あ
る
（
注
3
)
0

【
蘭
】
状
勢
を
よ
く
見
て
、
必
勝
を
期
し
て
時
を
待
っ
た
の
で

あ
る
。
も
し
吉
良
が
そ
れ
ま
で
に
病
死
す
れ
ば
、
良
雄
ら

は
こ
の
こ
と
を
亡
君
に
告
げ
て
自
殺
し
た
で
あ
ろ
う
。

大
石
ら
に

②
【
春
】
吉
良
は
浅
野
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

と
っ
て
主
君
の
讐
で
は
な
い
。

【
蘭
】
確
か
に
浅
野
は
罪
を
犯
し
、
法
と
し
て
死
罪
に
な
っ
た

の
で
あ
り
、
吉
良
は
浅
野
を
殺
し
て
い
な
い
か
ら
讐
で
は

な
い
。
そ
し
て
大
石
ら
は
復
聾
を
す
る
と
は
い
わ
ず
、
亡

君
の
遺
志
を
継
ぐ
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浅

野
の
罪
は
吉
良
に
由
来
す
る
か
ら
、
世
の
人
が
こ
れ
を
復

讐
と
み
な
す
の
も
過
ち
で
は
な
い
。

③
【
春
】
祖
練
先
生
亡
き
あ
と
、
義
を
唱
え
る
も
の
が
い
な
く
な

り
、
世
間
の
人
は
義
を
知
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私

が
論
著
し
な
け
れ
ば
義
は
世
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
だ
ろ

{つ
【
蘭
】
大
石
ら
は
大
罪
で
さ
ら
し
首
に
す
べ
き
と
こ
ろ
、
諸
大

名
に
託
し
、
諸
大
名
も
手
厚
く
も
て
な
し
、
や
が
て
自
裁

を
賜
い
埋
葬
も
許
し
た
。
こ
れ
は
大
石
ら
が
一
途
に
忠
君

の
心
を
な
し
た
か
ら
、
そ
の
行
い
を
義
と
見
な
し
た
結
果

で
あ
る
。
世
の
識
者
の
多
く
も
こ
れ
を
容
認
し
て
い
る
が
、

世
に
は
奇
を
好
み
他
人
と
異
な
る
こ
と
を
喜
ぶ
佐
藤
直
方

の
よ
う
な
人
物
が
い
て
否
定
論
を
出
し
、
そ
れ
に
雷
同
す

る
者
も
い
る
。
春
台
は
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
し
か
も
「
私

が
論
著
し
な
け
れ
ば
義
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

実
に
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
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④
【
春
】
家
康
以
来
の
法
で
は
江
戸
城
中
で
の
殺
人
は
死
罪
で
あ

る
。
浅
野
は
吉
良
を
傷
つ
け
た
だ
け
な
の
で
死
罪
と
は
な

ら
な
い
。
国
家
（
幕
府
）
が
死
罪
と
し
た
の
は
過
当
で
あ

る
。
浅
野
の
家
臣
は
こ
の
こ
と
を
怨
む
べ
き
で
、
吉
良
を

怨
む
の
は
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
。

【
蘭
】
浅
野
は
人
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、
そ
の
人
は
死
な
な
か

っ
た
。
そ
の
場
は
殿
中
で
、
大
礼
を
行
う
時
で
あ
り
、
吉

良
は
指
導
を
受
け
て
い
た
人
で
あ
っ
た
。
私
怨
で
殺
そ
う

と
し
た
罪
は
小
さ
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
刑
の
当
否
は

我
々
の
議
論
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
浅
野
は
罪
に
よ
っ

て
死
を
得
た
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
国
家
（
幕
府
）
を
怨

も
う
か
。
君
が
怨
ま
な
い
か
ら
臣
も
怨
ま
な
い
。
も
し
怨

む
な
ら
私
心
に
な
る
。
吉
良
が
邪
悪
だ
っ
た
か
ら
浅
野
が

敵
視
し
、
大
石
ら
も
怨
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
吉
良
の

首
を
亡
君
の
墓
に
置
い
て
終
わ
り
に
な
る
。
も
し
、
大
石

ら
の
怨
み
の
対
象
を
幕
府
と
い
う
大
き
な
も
の
に
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
何
の
た
め
だ
ろ
う
か
。

⑤
【
春
】
将
軍
が
大
名
に
対
し
て
正
当
な
礼
が
あ
る
と
き
の
み
、

家
臣
も
君
主
に
し
た
が
っ
て
将
軍
を
畏
敬
す
る
。
家
臣
に

と
っ
て
は
そ
の
君
主
あ
る
を
知
る
の
み
で
、
将
軍
の
存
在

は
関
知
し
な
い
も
の
だ
。

【
蘭
】
戦
国
時
代
は
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
君
主
の
た
め
に
あ
っ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
徳
川
の
統
一
国
家
で
は
人
は
諸

藩
に
属
し
、
同
時
に
将
軍
の
存
在
を
知
ら
な
い
で
は
お
ら

れ
な
い
。
も
し
将
軍
が
大
名
に
礼
を
欠
く
こ
と
が
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
の
度
に
家
臣
が
集
っ
て
将
軍
を
怨
む
こ
と
が

あ
れ
ば
、
禍
乱
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
大
名

を
捨
て
て
将
軍
に
通
じ
よ
う
と
す
る
者
も
謀
反
人
と
な
る
。

ど
ち
ら
も
中
国
の
故
事
に
て
明
ら
か
で
あ
る
。
春
台
は
告

子
の
「
義
外
の
説
」
を
好
む
。
彼
の
い
う
義
は
聖
人
の
義

で
は
な
い
。

⑥
【
春
】
日
本
に
は
士
の
道
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
君
父
が
死
ね

ば
、
た
ち
ま
ち
乱
心
発
狂
す
る
が
ご
と
く
遭
難
の
場
に
駆

け
つ
け
、
君
父
の
た
め
に
死
ぬ
の
を
義
と
し
、
当
否
を
問

わ
な
い
。
徒
死
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
よ
う
と
、
国
中
に

こ
の
道
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
も
士
気
を
励
ま
す
も
の

で
あ
る
か
ら
、
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
蘭
】
義
と
い
う
も
の
は
天
下
普
遍
の
も
の
で
‘
―
つ
の
立
場

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
義
に
該
当
し
な
け
れ
ば

道
と
は
い
え
な
い
。
春
台
の
言
は
武
人
俗
吏
の
談
で
あ
っ

て
士
君
子
の
こ
と
ば
で
は
な
い
。

⑦
【
春
】
大
石
ら
は
怨
む
べ
き
対
象
を
間
違
っ
て
吉
良
を
怨
み
、

行
動
に
お
い
て
幕
府
を
畏
れ
る
こ
と
を
口
実
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
（
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
お
い
て
）
い
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わ
ゆ
る
士
道
を
も
失
っ
た
。

【
蘭
】
将
軍
を
畏
れ
る
の
は
、
君
主
の
た
め
に
畏
れ
る
の
で
あ

る
。
幕
府
に
対
し
て
不
敬
が
あ
れ
ば
、
禍
は
君
主
に
及
ぶ
。

こ
の
こ
と
を
そ
の
君
を
畏
れ
ず
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
、

君
へ
の
禍
を
厭
わ
ず
、
不
義
の
義
を
行
う
こ
と
を
大
石
に

強
制
す
る
の
は
、
悪
を
唆
す
こ
と
で
は
な
い
か
。

⑧
【
春
】
赤
穂
の
士
は
赤
穂
城
に
て
死
ぬ
べ
き
で
あ
っ
た
。
赤
穂

は
豊
か
な
国
で
民
は
藩
主
に
感
謝
し
て
い
た
か
ら
、
大
石

ら
が
率
先
す
れ
ば
後
に
続
く
者
は
四
十
六
人
だ
け
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
城
を
背
に
し
て
幕
府
か
ら
の
使
者

と
一
戦
し
、
そ
の
後
、
城
に
登
っ
て
火
を
放
ち
、
皆
で
自

殺
す
れ
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
、
大
石
は
使
者
に
城
を
渡
し

て
し
ま
っ
た
の
は
失
策
で
あ
っ
た
。

【
蘭
】
大
名
に
罪
が
あ
っ
て
国
が
取
り
つ
ぶ
さ
れ
る
と
き
、
大

臣
が
臣
民
を
駆
っ
て
城
に
立
て
こ
も
り
、
官
命
を
拒
絶
し

て
使
者
を
殺
す
の
は
逆
乱
と
い
う
し
か
な
い
。
ま
た
、
も

し
城
も
ろ
と
も
に
焼
い
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
怨
み
は

解
け
ず
、
亡
君
の
失
態
を
増
幅
さ
せ
、
そ
の
禍
は
君
の
一

族
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
邪
道
で
あ
り
、
不
義
の
義
で

あ
る
の
に
彼
は
義
と
見
な
し
て
い
る
。

⑨
【
春
】
赤
穂
城
で
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
す
ぐ

に
江
戸
に
行
き
、
部
下
を
率
い
て
吉
良
を
攻
む
べ
き
で
あ

っ
た
。
勝
っ
て
も
勝
た
な
く
と
も
死
ぬ
こ
と
で
責
務
を
果

た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
大
石
ら
は
そ
う
せ
ず
に
、
悠
然
と

時
を
待
ち
、
む
だ
に
陰
謀
秘
計
を
用
い
て
吉
良
を
殺
そ
う

と
し
た
。
彼
は
事
を
成
功
さ
せ
、
名
利
を
得
る
つ
も
り
で

あ
っ
た
。
卑
し
い
こ
と
だ
。
そ
の
時
、
吉
良
が
先
に
死
ん

で
い
な
か
っ
た
こ
と
は
赤
穂
の
士
の
幸
い
で
あ
っ
た
。

【
蘭
】
春
台
は
吉
良
を
怨
む
べ
か
ら
ず
と
い
い
、
ま
た
す
ぐ
に

江
戸
に
向
か
っ
て
吉
良
を
攻
め
よ
と
い
う
。
将
軍
を
怨
め

と
し
、
一
方
で
吉
良
を
怨
め
と
す
る
。
定
説
が
な
い
と
い

え
よ
う
。
大
石
は
必
ず
吉
良
を
殺
し
て
こ
そ
責
務
が
塞
が

る
の
で
あ
っ
て
、
無
駄
死
に
し
て
は
責
を
果
た
さ
な
い
と

考
え
て
い
た
。
だ
か
ら
勝
つ
た
め
に
は
深
謀
遠
慮
を
用
い

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
不
成
功
に
終
わ
れ
ば
自
殺
し
た
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
吉
良
の
首
を
得
ら
れ
た
こ
と
こ
そ
幸
運

で
あ
っ
た
。
敵
を
求
め
自
ら
の
死
を
顧
み
な
い
大
石
に
名

利
を
求
め
る
暇
は
な
い
。

⑩
【
春
】
大
石
ら
は
吉
良
を
討
っ
た
こ
と
を
亡
君
の
墓
に
報
告
す

れ
ば
責
務
は
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
彼
等
の
所
業
は

死
罪
に
あ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
す
ぐ
に
自
裁
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

【
蘭
】
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
我
が
父
（
五
井
持
軒
）
も
春
台

と
同
じ
よ
う
に
論
じ
て
い
て
、
私
も
同
じ
意
見
で
あ
る
。
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し
か
し
大
石
の
考
え
は
に
わ
か
に
非
と
で
き
な
い
も
の
が

あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
こ
う
思
っ
た
で
あ
ろ
う
、
陪
臣
の

身
分
で
権
貴
を
殺
す
こ
と
は
敢
え
て
し
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
君
に
忠
た
る
一
念
で
成
し
遂
げ
た
。
ま
さ
に
全
員
揃

っ
て
身
を
役
人
に
ゆ
だ
ね
、
極
刑
に
処
せ
ら
る
べ
き
で
あ

る
。
も
し
も
国
家
が
万
一
そ
の
志
を
評
価
し
て
死
を
許
す

こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
自
殺
し
よ
う
、
と
。

⑪
【
春
】
大
石
は
あ
わ
よ
く
ば
禄
位
を
得
よ
う
と
し
て
い
て
、
大

義
に
名
を
借
り
て
実
は
利
欲
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
し
将
軍
が
彼
等
を
許
し
て
仕
官
を
認
め
た
ら
、
喜
ん
で

そ
の
粟
を
食
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
怨
む
対
象
を
知
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
昔
、
山
鹿
素
行
は
赤
穂
藩
主
に
兵
学
を
教
え

た
が
、
大
石
ら
は
そ
の
教
え
を
用
い
て
吉
良
を
責
め
た
。

し
か
し
怨
む
対
象
を
知
ら
な
い
の
は
大
義
に
欠
け
る
。
山

鹿
の
教
え
が
ま
さ
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
今
の
人
た
ち
は

義
を
知
ら
な
い
。
ま
た
義
と
い
う
も
の
の
孟
子
の
い
う
非

義
の
義
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

【
蘭
】
こ
の
後
は
こ
じ
つ
け
ば
か
り
で
、
大
石
が
名
利
を
求
め

て
い
る
と
い
う
説
を
引
き
延
ば
し
て
い
る
。
論
ず
る
に
足

ら
な
い
。

田
原
氏
は
蘭
洲
の
論
に
つ
い
て
、
「
そ
の
論
点
は
春
台
の
そ
れ
を

網
羅
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
は
春
台
批
判
の
側
に
立

つ
論
者
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
覆
う
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る
」
と
し
、
そ

の
論
点
を
八
つ
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
八
つ
と
上
の
十
一
条
と

の
関
係
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

論
点
一

11
②

論

点

ニ

II
③

論

点

三

II
④

論
点
四

II
⑤

論

点

五

II
⑥

論

点

六

II
⑦
⑧
①

論
点
七

II
⑧

論

点

八

II
⑨

以
上
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
の
は
「
義
」
の
問
題
と
、
将
軍
と
大

名
お
よ
び
そ
の
家
臣
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
田
原
氏
は
論
点
二

に
お
い
て
、
蘭
洲
の
「
義
」
と
は
「
主
従
関
係
に
お
け
る
従
臣
の

側
を
一
般
的
に
律
す
る
法
則
」
で
あ
り
、
上
か
ら
の
「
法
」
と
下

か
ら
の
「
義
」
は
矛
盾
し
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
四
十
六
士
の
行

為
は
「
義
」
に
は
か
な
い
つ
つ
「
法
」
に
反
す
る
と
い
う
矛
盾
を

生
む
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
四
十
六
士
の
「
義
」
を
否
定
で
き
ず

に
処
罰
に
手
心
が
加
え
ら
れ
た
と
蘭
洲
は
考
え
た
、
と
す
る
。
そ

し
て
論
点
三
•
四
に
お
い
て
、
春
台
は
将
軍
と
大
名
と
の
関
係
と

大
名
と
家
臣
の
関
係
は
異
質
で
あ
り
、
前
者
は
「
法
」
あ
る
い
は

「
礼
」
に
よ
る
一
種
の
契
約
関
係
で
あ
る
と
見
て
い
る
五
4
)

が、

蘭
洲
は
将
軍
と
大
名
は
主
従
関
係
と
し
て
普
遍
的
な
「
義
」
の
律

す
る
関
係
と
見
て
い
る
と
す
る
。

田
原
氏
の
分
析
は
緻
密
で
的
を
射
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
小
論

で
は
⑤
を
中
心
と
し
て
今
少
し
「
礼
」
と
「
義
」
に
つ
い
て
考
え
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蘭
洲
は
⑤
に
お
い
て
、
「
彼
本
喜
告
子
義
外
之
説
」
と
い
う
。
彼

と
は
春
台
で
あ
り
、
そ
の
「
所
謂
義
」
は
「
非
聖
人
之
義
也
」
と

い
う
。
「
告
子
義
外
之
説
」
は
『
孟
子
』
告
子
篇
の
孟
子
と
告
子
の

次
の
問
答
に
基
づ
く
。

告
子
日
、
食
色
、
性
也
。
仁
、
内
也
非
外
也
。
義
、
外
也
非

内
也
。
孟
子
日
、
何
以
謂
仁
内
義
外
也
。
日
、
彼
長
而
我
長

之
、
非
有
長
於
我
也
。
猶
彼
白
而
我
白
之
。
従
其
白
於
外
也
。

故
謂
之
外
也
。

告
子
は
仁
は
内
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
義
は
外
在
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
孟
子
が
そ
の
わ
け
を
問
う
と
、
告
子
は
「
年
長
者

を
敬
う
の
は
、
彼
が
年
長
と
い
う
外
在
的
要
因
を
持
つ
か
ら
で
あ

っ
て
、
私
の
中
に
も
と
も
と
年
長
者
に
対
す
る
敬
意
が
あ
る
か
ら

で
は
な
い
」
と
答
え
た
。
こ
れ
が
告
子
の
義
外
説
で
あ
る
。
孟
子

の
こ
こ
に
お
け
る
対
論
は
讐
え
話
で
言
葉
が
足
ら
ず
わ
か
り
に
く

い
が
、
そ
も
そ
も
孟
子
は
仁
義
礼
智
は
先
天
的
に
内
在
的
す
る
四

端
、
す
な
わ
ち
側
隠
．
羞
悪
・
辞
譲
・
是
非
の
心
を
拡
充
し
た
も

の
と
考
え
て
い
た
（
公
孫
丑
上
）
か
ら
、
義
内
説
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
祖
練
は
孟
子
を
評
価
せ
ず
、
宋
儒
が
子
』
を

『
論
語
』
に
並
べ
、
孔
孟
と
併
称
す
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
祖
練

て
み
た
い
。

の
『
孟
子
識
』
（
注
5
)
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

だ
い
た
い

大
氏
孟
子
時
、
百
家
盆
涌
、
極
口
誤
聖
人
。
孟
子
奮
然
与
之

争
。
於
是
乎
先
王
之
道
降
、
而
為
儒
家
者
流
。
故
其
言
務
張

儒
家
、
以
見
孔
子
之
道
、
喩
勝
於
百
家
。
是
雖
其
時
哉
。
亦

孟
子
之
過
也
。
（
中
略
）
是
所
以
其
僅
為
後
世
儒
家
者
流
之
祖
、

而
不
能
為
古
聖
賢
之
徒
。

つ
ま
り
、
孟
子
の
時
代
に
は
諸
子
百
家
が
興
り
、
論
争
が
活
発
化

し
て
聖
人
を
非
難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
孟
子
は
論
争
に
終

始
し
、
そ
の
結
果
先
王
の
道
は
下
落
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
か

ら
孟
子
は
儒
家
者
流
の
祖
と
は
い
え
て
も
聖
賢
の
徒
で
は
あ
り
え

な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
祖
彼
は
『
弁
名
』
上
「
義
」
で
も
、
朱
子
は
孟
子
の
義

内
説
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
孟
子
の
意
は
義
は
人
心
に
合
致
す
る

所
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
い
、
告
子
の
義
外

説
に
つ
い
て
は
「
知
告
子
之
言
不
謬
也
」
と
い
う
。
残
念
な
が
ら
、

祖
株
の
『
孟
子
識
』
は
未
完
の
書
で
あ
り
、
告
子
篇
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
お
ら
ず
、
『
弁
名
』
で
も
告
子
の
説
へ
の
言
及
は
少
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
門
人
の
春
台
は
、
祖
練
説
を
受
け
継
ぐ
と
し
て
告

子
論
を
大
い
に
展
開
す
る
。

春
台
は
「
聖
学
問
答
」
上
（
注
6
)
に
て
、
「
祖
練
一
人
告
子
ヲ
是
卜

シ
テ
、
孟
子
ヲ
非
ト
ス
」
と
し
、
そ
の
理
由
を
説
く
中
で
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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仁
モ
聖
人
ノ
義
ヲ
知
タ
ル
上
ニ
テ
定
マ
ル
故
二
、
先
王
ノ
道

ニ
テ
ハ
、
内
二
有
ル
仁
ヨ
リ
モ
、
外
ヨ
リ
附
ル
義
ヲ
重
ン
ズ

ル
ナ
リ
。
（
中
略
）
程
朱
ノ
徒
、
孟
子
ノ
性
善
ノ
説
ヲ
信
ジ
テ
、

極
重
悪
人
モ
、
内
ニ
ハ
善
性
ア
リ
ト
イ
フ
ハ
、
聖
人
ノ
教
ノ

義
ヲ
知
ラ
ズ
。
内
二
在
テ
目
二
見
エ
ヌ
者
ヲ
指
テ
、
人
ヲ
欺

ク
ナ
リ
。
（
中
略
）
然
レ
バ
告
子
ガ
「
仁
ハ
内
義
ハ
外
」
ト
イ

ヘ
ル
ハ
、
至
当
ノ
論
ナ
リ
。

さ
ら
に
、
長
者
を
敬
う
の
は
、
聖
人
の
教
え
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

と
い
う
。今

日
ノ
人
、
長
者
ヲ
見
テ
必
敬
フ
。
長
者
ヲ
敬
フ
ハ
、
聖
人

ノ
教
ヲ
聞
習
タ
ル
故
ナ
リ
。
聖
人
ノ
教
ナ
キ
以
前
ニ
ハ
、
長

者
ヲ
敬
フ
コ
ト
ハ
無
シ
。
聖
人
ノ
教
ア
リ
テ
後
モ
、
長
者
ニ

向
ハ
ザ
レ
バ
敬
ハ
ズ
。
父
母
妻
子
ヲ
愛
ス
ル
ハ
、
対
面
セ
ザ

ル
時
モ
、
忘
ル
ヽ
コ
ト
無
シ
。
是
ヲ
以
テ
仁
義
ノ
内
外
ヲ
知

ル
ベ
シ
。

こ
の
論
で
い
く
と
、
将
軍
は
上
に
立
つ
か
ら
畏
敬
の
対
象
と
な

る
の
で
あ
っ
て
、
下
の
者
の
内
心
に
本
来
的
な
敬
意
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
上
に
立
つ
だ
け
の

器
量
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
大
名
に
対
し
正
当
な
礼
を
行
う
と
い

う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
大
名
お
よ
び
そ
の
家
臣
の
畏
敬
の
念
を
得

る
こ
と
は
で
き
ず
、
怨
み
や
攻
撃
の
対
象
と
な
り
う
る
。
春
台
の

「
凡
仕
於
侯
国
者
、
県
官
（
注
7
)
有
礼
於
其
君
、
則
固
当
従
其
君
畏

県
官
」
の
言
は
、
田
原
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
将
軍
と
大
名
の

関
係
は
契
約
関
係
で
あ
り
大
名
と
家
臣
の
関
係
は
服
従
関
係
で
あ

る
と
い
う
春
台
の
考
え
を
表
し
て
い
る
が
、
蘭
洲
は
こ
の
言
は
告

子
の
義
外
説
を
そ
の
根
拠
に
し
て
い
る
と
看
破
し
た
の
で
あ
る
。

蘭
洲
に
と
っ
て
、
こ
の
春
台
の
危
険
き
わ
ま
り
な
い
考
え
は
、
是

非
と
も
論
駁
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
春
台
の
い
う
「
礼
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
の
前
に
祖
練

の
「
礼
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
『
弁
名
』
上
「
礼
」
に
お
い
て
、

礼
者
、
道
之
名
也
。
先
王
所
制
作
四
教
六
芸
、
是
居
其
一
。

所
謂
経
礼
三
百
、
威
儀
三
千
、
是
其
物
也
。

つ
ま
り
、
礼
は
道
の
名
で
あ
り
、
先
王
が
制
作
し
た
四
教
す
な
わ

ち
詩
書
礼
楽
、
六
芸
す
な
わ
ち
礼
楽
射
御
書
数
の
―
つ
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
礼
儀
三
百
、
威
儀
三
千
（
基
本
的
な
三
百
の
礼
と
三

千
の
細
目
）
」
（
『
礼
記
』
中
庸
）
と
い
う
の
が
、
そ
の
具
体
的
内

容
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

蓋
先
王
知
言
語
之
不
足
以
教
人
也
。
故
作
礼
楽
以
教
之
。
知

政
刑
之
不
足
以
安
民
也
。
故
作
礼
楽
以
化
之
。
礼
之
為
体
也
、

蝠
於
天
地
、
極
乎
細
微
、
物
為
之
則
、
曲
為
之
制
、
而
道
莫

不
在
焉
。
君
子
学
之
、
小
人
由
之
。
学
之
方
、
習
以
熟
之
、

黙
而
識
之
。

礼
は
言
語
で
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
実
際
に
体
を
使
っ
て
具
体
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的
に
習
熟
し
て
学
ぶ
こ
と
で
、
道
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

世
の
中
の
微
細
な
も
の
に
行
き
届
き
、
法
則
と
な
り
制
度
と
も
な

る
。
祖
株
は
「
礼
は
物
な
り
」
と
も
い
う
。
「
礼
」
と
は
法
則
や
制

度
と
い
う
具
体
的
な
物
を
指
す
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
祖
練
の
「
義
」
に
つ
い
て
、
『
弁
名
』
上
「
義
」
を
見
て

み
よ
う
。
そ
の
第
一
則
冒
頭
に
、

義
亦
先
王
之
所
立
、
道
之
名
也
。
蓋
先
王
之
立
礼
、
其
為
教

亦
周
芙
哉
。
然
礼
有
二
疋
之
体
、
而
天
下
之
事
無
窮
、
故
又

立
義
焉
。
（
中
略
）
礼
以
制
心
、
義
以
制
事
、
礼
以
守
常
、
義

以
応
変
。
挙
此
二
者
、
而
先
王
之
道
庶
乎
足
以
尽
之
突
。

と
あ
る
。
礼
に
は
一
定
の
形
式
が
あ
る
が
、
天
下
の
物
事
の
形
は

無
限
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
立
て
ら
れ
た
の
が
義
で
あ
っ
て
、
礼

が
心
を
制
し
、
義
は
行
為
を
制
し
、
礼
に
よ
っ
て
常
態
を
守
り
、

義
に
よ
っ
て
変
化
に
応
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う

こ
、
う
。

t,> 先
王
既
以
其
千
差
万
別
者
、
制
以
為
礼
。
学
者
猶
伝
其
所
以

制
之
意
、
是
所
謂
礼
之
義
也
。
而
其
以
空
言
伝
者
、
是
所
謂

義
也
。
故
礼
義
皆
自
古
伝
之
。
登
非
先
王
之
義
乎
。

先
王
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
に
対
応
し
て
礼
を
制
定
し
た
が
、
学
者

は
そ
の
制
定
さ
れ
た
意
味
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
礼

の
義
」
で
あ
る
。
具
体
的
な
礼
と
は
切
り
離
し
て
、
抽
象
的
な
こ

と
ば
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
で
あ
る
。
祖

彼
は
、
義
は
も
と
も
と
礼
に
即
し
て
説
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
戦

国
時
代
に
な
る
と
人
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
性
急
に
な
り
、
義
は
礼

か
ら
切
り
離
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
孟
子
が
そ
の
例
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
同
「
礼
」
）
。
そ
し
て
、
「
義
」
と
「
理
」

を
な
ら
べ
て
い
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
義
を
知
ら
な
い
者

の
こ
と
ば
だ
と
す
る
。

同
「
義
」
第
三
則
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

如
日
君
臣
有
義
也
、
主
臣
言
之
。
蓋
君
統
其
全
者
也
。
先
王

之
道
、
在
安
民
。
是
以
非
仁
人
則
不
能
任
道
突
。
故
日
為
人

君
止
於
仁
゜
臣
亦
任
先
王
之
道
者
也
。
然
君
統
其
全
、
而
臣

任
其
分
、
各
有
官
守
、
各
有
所
事
。
千
差
万
別
、
非
義
則
不

能
。
故
以
義
為
臣
之
道
也
。

「
君
臣
、
義
あ
り
」
と
い
う
と
き
は
、
臣
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
君
は
す
べ
て
を
統
括
す
る
者
で
、
民
を
安
ん
ず
る
こ

と
が
先
王
の
道
で
あ
る
か
ら
、
仁
人
で
な
く
て
は
務
ま
ら
な
い
。

臣
も
先
王
の
道
を
務
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
上
の
責
任
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事

が
あ
り
、
千
差
万
別
で
あ
る
か
ら
、
義
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ

る
。
だ
か
ら
義
を
臣
の
道
と
な
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
第
七
則
に
は

有
日
天
之
経
、
地
之
義
也
、
賛
礼
之
言
也
。
経
者
、
謂
礼
之

大
者
、
能
持
衆
義
、
如
経
緯
之
経
焉
。
義
者
、
謂
礼
之
細
者
、
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各
制
其
宜
焉
。

と
あ
り
、
礼
の
大
な
る
も
の
を
経
と
い
い
、
細
小
な
る
を
義
と
い

う
と
述
べ
て
い
る
。
義
は
千
差
万
別
な
る
細
々
し
た
職
務
に
当
た

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
宜
し
き
を
制
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
『
中
庸
』
の
「
義
者
宜
也
」
に
基
づ
く
。

さ
て
、
春
台
は
『
聖
学
問
答
』
上
篇
に
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

義
卜
礼
ト
ハ
、
道
ノ
名
ナ
リ
。
義
ハ
先
王
ノ
義
ナ
リ
。
礼
ハ

先
王
ノ
礼
ナ
リ
。
仲
胞
ノ
言
二
、
「
以
義
制
事
、
以
礼
制
心
」

ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
先
王
ノ
礼
義
ヲ
以
テ
、
規
矩
準
縄
ト
ス
ル
コ

ト
ナ
リ
。
人
人
ノ
心
二
礼
義
ア
リ
ト
イ
フ
ニ
ハ
非
ズ
。

祖
練
の
説
に
大
筋
は
従
う
も
の
の
、
礼
と
義
を
規
矩
準
縄
に
璧
え
、

時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
そ
の
規
矩
準
縄
も
異
な
る
と
言
い
切
る
。

「
人
ノ
性
二
本
来
礼
ア
リ
ト
イ
フ
ハ
、
無
理
ナ
リ
」
を
導
く
論
法

の
た
め
と
は
い
え
、
礼
と
義
の
普
遍
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。

春
台
は
⑥
に
て
「
我
東
方
之
士
、
自
有
一
道
」
と
し
、
我
が
国

の
士
は
君
主
の
死
に
あ
た
っ
て
直
ち
に
赴
き
、
自
ら
の
死
を
も
っ

て
報
い
る
こ
と
を
「
義
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
棄
て
さ
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
武
士
道
の
存
在
を
容
認
す
る
。

こ
れ
も
、
時
代
や
社
会
、
身
分
に
応
じ
た
規
矩
準
縄
と
し
て
の
義

で
あ
る
。
蘭
洲
は
「
義
者
天
下
之
所
同
」
と
反
論
し
て
い
る
。
蘭

洲
に
と
っ
て
、
礼
も
義
も
当
然
普
遍
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
春
台
は
『
聖
学
問
答
』
上
篇
に
て
、

義
ハ
礼
二
附
タ
ル
者
ニ
テ
、
礼
ヲ
離
レ
テ
別
二
義
ト
イ
フ
者

ア
ル
ニ
非
ズ
。
先
王
ノ
礼
ヲ
制
シ
タ
マ
フ
ハ
、
皆
義
ヲ
本
ト

シ
テ
百
礼
ヲ
建
立
シ
タ
マ
フ
。
サ
レ
バ
―
―
ノ
礼
二
必
―
―

ノ
義
ア
リ
。
礼
二
定
法
ナ
ケ
レ
バ
、
義
ニ
モ
定
体
ナ
シ
。

と
い
い
、
た
と
え
ば
親
を
葬
る
の
に
、
儒
者
・
墨
輩
・
荘
周
•
釈

氏
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
義
が
あ
り
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
他
方
は
不
義

と
な
る
よ
う
に
、
義
に
は
定
体
が
な
い
と
い
う
。
従
っ
て
、
先
王

の
定
め
た
礼
お
よ
び
義
、
つ
ま
り
周
な
ら
ば
文
武
周
公
の
礼
義
を

固
く
守
る
の
が
君
子
で
あ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
「
礼
義
ハ
性
に
非

ズ
、
先
王
ノ
道
ナ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
」
と
な
る
。

春
台
に
お
い
て
は
礼
は
法
制
の
大
綱
、
義
は
細
目
と
い
う
性
格

が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
④
に
お
い
て
浅
野
の

処
罰
は
過
当
で
あ
る
と
い
い
、
続
け
て
⑤
に
お
い
て
「
若
不
幸
県

官
無
礼
於
其
君
、
則
当
怨
県
官
」
と
す
る
、
こ
の
「
礼
」
は
ま
さ

し
く
正
当
な
処
罰
を
指
す
の
で
あ
る
。

春
台
は
②
に
お
い
て
、
「
先
生
日
、
赤
穂
士
不
知
義
」
と
祖
練
の

言
を
引
く
。
③
で
は
、
そ
の
祖
練
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
自
分
が

論
じ
な
け
れ
ば
、
「
義
」
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
を

受
け
て
蘭
洲
は
「
可
笑
之
甚
」
と
す
る
。
春
台
の
「
義
」
は
、
蘭

洲
か
ら
見
れ
ば
誤
り
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
祖
練
の
「
義
」
か
ら
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(
1
)
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
初
版
、
二

0
0六
復
刊
。

(
2
)
討
ち
入
り
に
参
加
し
た
の
は
四
十
七
人
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
大

名
四
家
に
預
か
り
の
身
と
な
り
切
腹
を
申
し
渡
さ
れ
た
の
が
四
十
六

人
な
の
で
四
十
六
士
と
も
い
う
。

注

も
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
り
、
甚
だ
笑
う
べ
き
も
の
と

断
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
聖
学
問
答
』
上
篇
の
主
な
論
題
は
性
説
で
あ
り
、

ま
た
孟
子
批
判
で
あ
る
。
義
内
説
に
反
対
の
立
場
を
と
る
春
台
は
、

義
は
性
で
は
な
い
と
い
う
た
め
に
上
記
の
論
を
展
開
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
一
方
、
「
赤
穂
四
十
六
士
論
」
で
は
義
内
・
義
外
説
に
つ

い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
蘭
洲
は
、
⑤
の

将
軍
の
「
礼
」
の
有
無
を
問
題
に
し
た
点
を
と
ら
え
て
、
こ
れ
を

春
台
の
礼
と
義
、
そ
し
て
義
と
性
の
問
題
と
し
て
読
み
取
り
、
反

応
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
聖
学
問
答
』
は
享
保
二
十
一
年
(
-
七
三

六
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
蘭
洲
は
こ
の
書
を
読
み
、
そ
の

後
に
「
駁
太
宰
純
赤
穂
四
十
六
士
論
」
を
書
い
た
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
蘭
州
の
こ
の
論
は
冒
頭
に
田
原
氏
の
説
を
受

け
て
一
七
三

0
年
代
と
し
た
が
、
少
し
絞
っ
て
一
七
三
六
年
か
ら

四

0
年

の

帰

坂

ま

で

の

間

に

れ

た

と

思

わ

れ

る

。

(
3
)

元
禄
十
四
年
(
-
七

0
1
)
三
月
十
四
日
、
江
戸
城
内
で
赤
穂
藩
主

浅
野
内
匠
頭
が
吉
良
上
野
介
に
切
り
か
か
っ
た
こ
と
か
ら
い
わ
ゆ
る

赤
穂
事
件
は
始
ま
る
。
浅
野
内
匠
頭
は
即
日
切
腹
。
赤
穂
城
引
き
渡

し
を
経
て
、
翌
元
禄
十
五
年
十
二
月
（
一
七

0
三
）
、
元
赤
穂
藩
士
大

石
内
蔵
助
良
雄
ら
四
十
七
人
が
吉
良
の
屋
敷
に
討
ち
入
り
、
上
野
介

の
首
を
取
っ
た
こ
の
間
一
年
九
ヶ
月
、
春
台
は
報
復
す
る
な
ら
浅
野

切
腹
の
直
後
に
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

(
4
)

田
尻
祐
一
郎
氏
は
「
春
台
の
考
え
る
徳
川
国
家
は
、
礼
楽
の
制
度

で
枠
付
け
ら
れ
た
高
度
に
組
織
さ
れ
た
国
家
で
あ
る
が
、
底
辺
か
ら

そ
れ
を
支
え
る
も
の
は
、
官
僚
と
し
て
訓
練
さ
れ
た
組
織
人
と
し
て

の
武
士
と
い
う
よ
り
も
、
組
織
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
心
奥
に
は
主

君
へ
の
人
格
的
な
献
身
に
殉
ず
る
エ
ト
ス
や
モ
ラ
ル
で
あ
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
（
日
本
の
思
想
家
十
七
『
太
宰
春
台
・
服
部
南
郭
』
明

徳
出
版
社
）
。

(
5
)
『
荻
生
祖
棟
全
集
』
第
二
巻
（
河
出
豊
房
新
社
）
。

(
6
)

岩
波
日
本
思
想
大
系
三
七
『
祖
株
学
派
』

(
7
)

県
官
は
本
来
県
の
長
官
、
ま
た
天
子
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
る
語

で
あ
る
が
、
祖
練
は
「
四
十
七
士
論
」
に
て
幕
府
・
将
軍
の
意
味
で

用
い
て
い
る
。
春
台
は
『
経
済
録
』
の
「
凡
例
」
に
て
、
将
軍
を
表

せ
ん
か
た

す
語
と
し
て
「
詮
方
無
ク
シ
テ
県
官
卜
書
ス
。
県
官
モ
天
子
ヲ
称
ス

ル
ニ
用
ル
字
ナ
レ
ド
モ
、
実
ハ
今
世
二
公
義
卜
云
ガ
如
シ
」
と
し
て

い
る
。
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